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電話料金を払ったつもりでいたのに、
延滞料金の請求が届いているわ。
最近、通帳もよく無くしてしまう…。

施設を出て一人暮らしを始める
予定だけど、アパートの契約は
どうしたらいいのかな？
「障害者総合支援法」っていうのが
あるらしいけど、
よくわからないなぁ…。

日中、留守番している母が
訪問販売でよくわからないうちに
着物や布団を買わされてしまう。
今日も新しい請求書が…。

今は自分でアパートの
管理をしているけど、
将来も自分一人で
できるか心配。
もしものときは
弁護士さんにお願いしたい…。

こんなことで困ったときに…こんなことで困ったときに…
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●家庭裁判所～成年後見制度の申立てに関すること、家事相談

東京法務局 民事行政部後見登録課 ☎03－5213－1360（成年後見登記関係）
東京都千代田区九段南1-1-15　九段第2合同庁舎
※オンラインによる交付請求は、申請者の登録等が必要となります。詳しくは、法務省ホームページにて確認して下さい。

■法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/

■道内の証明書交付窓口

■郵送による交付請求の場合

札幌家庭裁判所
札幌家庭裁判所　岩見沢支部
札幌家庭裁判所　室蘭支部
札幌家庭裁判所　小樽支部
札幌家庭裁判所　滝川支部
札幌家庭裁判所　浦河支部
札幌家庭裁判所　岩内支部
札幌家庭裁判所　苫小牧支部
札幌家庭裁判所　夕張出張所
札幌家庭裁判所　静内出張所
函館家庭裁判所
函館家庭裁判所　江差支部
函館家庭裁判所　松前出張所
函館家庭裁判所　八雲出張所
函館家庭裁判所　寿都出張所
旭川家庭裁判所
旭川家庭裁判所　名寄支部
旭川家庭裁判所　紋別支部
旭川家庭裁判所　留萌支部
旭川家庭裁判所　稚内支部
旭川家庭裁判所　深川出張所
旭川家庭裁判所　富良野出張所
旭川家庭裁判所　中頓別出張所
旭川家庭裁判所　天塩出張所
釧路家庭裁判所
釧路家庭裁判所　帯広支部
釧路家庭裁判所　網走支部
釧路家庭裁判所　北見支部
釧路家庭裁判所　根室支部
釧路家庭裁判所　本別出張所
釧路家庭裁判所　遠軽出張所
釧路家庭裁判所　標津出張所

郵便番号
060-0042

068-0004

050-0081

047-0024

073-0022

057-0012

045-0013

053-0018

068-0411

056-0005

040-8602

043-0043

049-1501

049-3112

048-0401

070-8641

096-0014

094-0006

077-0037

097-0002

074-0002

076-0018

098-5551

098-3303

085-0824

080-0808

093-0031

090-0065

087-0026

089-3313

099-0403

086-1632

電話番号
011-221-7281

0126-22-6650

0143-44-6733

0134-22-9157

0125-23-2311

0146-22-4165

0135-62-0138

0144-32-3295

0123-52-2004

0146-42-0120

0138-38-2370

0139-52-0174

0139-42-2122

0137-62-2494

0136-62-2072

0166-51-6251

01654-3-3331

0158-23-2856

0164-42-0465

0162-33-5289

0164-23-2813

0167-22-2209

01634-6-1626

01632-2-1146

0154-41-4171

0155-23-5141

0152-43-4115

0157-24-8431

0153-24-1617

0156-22-2064

0158-42-2259

0153-82-2046

　　　　　　  住　所
札幌市中央区大通西12丁目

岩見沢市4条東4丁目

室蘭市日の出町1-18-29

小樽市花園5-1-1

滝川市大町1-6-13

浦河町常盤町19番地

岩内町字高台192-1

苫小牧市旭町2-7-12

夕張市末広1-92-16

新ひだか町静内こうせい町2-1-10

函館市上新川町1-8

江差町字本町237番地

松前町字建石48番地

八雲町末広町184番地

寿都町字新栄町209番地

旭川市花咲町4丁目

名寄市西4条南9丁目

紋別市潮見町1-5-48

留萌市沖見町2丁目

稚内市潮見1丁目3番10号

深川市2条1番4号

富良野市弥生町2-55

中頓別町字中頓別166-5

天塩町新栄通7丁目

釧路市柏木町4-7

帯広市東8条南9丁目1番地

網走市台町2丁目2-1

北見市寿町4丁目7-36

根室市敷島町2丁目3

本別町柳町4

遠軽町1条通北2丁目3-25

標津町北2条西1丁目1-17

札幌法務局本局
函館地方法務局
旭川地方法務局
釧路地方法務局

　　  電話番号
011-709-2311（代表）

0138-23-9526

0166-38-1165

0154-31-5015

　　　　　　　　　 住　所
札幌市北区北8条西2丁目1-1　第1合同庁舎内

函館市新川町25番18号　 函館地方合同庁舎内

旭川市宮前1条3丁目3番15号　旭川合同庁舎内

釧路市幸町10丁目3番地　釧路合同庁舎内

●登記事項証明書の交付について

成年後見制度の諸手続きに関する窓口
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郵便番号
060-0808
040-8533
078-8502
085-8522

「成年後見制度」に関する問合せ先一覧「成年後見制度」に関する問合せ先一覧「成年後見制度」に関する問合せ先一覧



●北海道社会福祉士会　権利擁護センター「ぱあとなあ北海道」●北海道社会福祉士会　権利擁護センター「ぱあとなあ北海道」
社会福祉の相談援助専門職である社会福祉士が、相談、制度利
用のコーディネート、手続きに関する支援・成年後見人等の紹介、
他機関の紹介、成年後見人等の受任までの一貫した支援を行い
ます。

☎011ー213ー1313
　011ー213ー1314

　　　 info@hokkaido-csw.or.jp
相 談 日 毎週月～金曜日
　　　　 　（年末年始・祝祭日を除く）
相談時間 9：30～12：00／13：00～16：30
相談料金 電話・来所相談は無料
　　　　　訪問相談は、1時間2,000円＋交通費実費

●札幌弁護士会  高齢者･障害者支援センター「ホッと」●札幌弁護士会  高齢者･障害者支援センター「ホッと」
札幌弁護士会に所属する弁護士のうち、高齢者・障がい者問題
について専門的な知識を有する弁護士が、法律相談を通して、
高齢者・障がい者の方々を法的に支援します。
相談結果に応じて、その後も弁護士が依頼を受けて、財産管理
支援および任意後見業務、成年後見制度の申立手続の代理等を
行います。

　☎011ー242ー4165（専用ダイヤル）
（月～金曜日（祝祭日除く）10：00～12：00、13：00～16：00）

■法律相談 （予約制）
　（来館相談） 45分  無料
　　　　　　　毎週月・水・金曜日 13：30～15：０0
　（出張相談） 60分 11,000円〔消費税・交通費込〕
　　　　　　　 （実施地域は札幌市内のみ）
　※生活保護世帯については相談料免除

●札幌司法書士会　成年後見・任意後見相談センター●札幌司法書士会　成年後見・任意後見相談センター
司法書士が成年後見・任意後見について電話で相談を受け付け
ています。
成年後見制度を柱に、任意後見から遺言の執行までをトータル
に支援します。

■札幌司法書士会
　札幌市中央区南1条東1丁目3番地 パークイースト札幌2階
ホームページ https://sapporo-shiho.or.jp/

■札幌弁護士会　ホームページ
　　　　　　　　　　　 https://www.satsuben.or.jp/

社会福祉士・司法書士・弁護士による相談窓口
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☎011ー522ー6078
相 談 日 毎週月～金曜日
　　　　 　（年末年始・祝祭日、お盆期間を除く）

相談時間 12：00～15：00
相談料金 相談料は無料
　　　　　ただし、通話料は相談者負担

■予約受付

●北海道弁護士“ホッと”ライン●北海道弁護士“ホッと”ライン
高齢者・障がい者問題に取り組む弁護士が、本人や家族、支援
者（福祉関係者等）のお悩みに電話法律相談を行っています。
電話相談の上で面接が必要な場合は、旭川弁護士会、釧路弁護
士会、札幌弁護士会、函館弁護士会にて面接相談をいたします。
（原則有料） 札幌弁護士会の来館相談は無料。

　☎011ー251ー7707
相 談 日　毎週月・木曜日
　　　　 　（祝祭日を除く）
相談時間　13：00～15：00

■高齢者・障がい者のための無料電話法律相談

■札幌市中央区北２条西７丁目 かでる２.７ ４階
　北海道社会福祉士会事務局内

■札幌市中央区北1条西10丁目　札幌弁護士会館　1階

■北海道弁護士会連合会
　札幌市中央区北1条西10丁目　札幌弁護士会館　7階



名　称 住　所 電話番号

本 部 札幌市中央区北２条西７丁目１番地　かでる2.7内 011-290-2941

北海道内の日常生活自立支援事業の相談窓口

◎相談受付時間：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00～17：00

発行：社会福祉法人  北海道社会福祉協議会・北海道地域福祉生活支援センター
〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目1番地  かでる2.7内
TEL：011－290 －2941　　FAX：011－251－6156

●北海道地域福祉生活支援センター（実施主体：北海道社会福祉協議会）

●地域センター

≪第17版・令和７年３月発行≫

あなたのお住まいの相談窓口

お住まいの市区町村社会福祉協議会にお問い合わせください。

住所・電話番号は「北海道地域福祉生活支援センター」のホームページをご覧ください。

  https://www.hokkaidoshakyo.jp/chiiki_seikatsushien/window.html




